
【新規扶養追加時】

自営業者の被扶養者認定について

●自営業者（個人事業主）は、国民健康保険への加入が原則です。

自営業者とは、自ら事業の経営を選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した
存在であり、事業の結果に対し責任を負い、自ら生計を維持することを選択した者です。
そのため、国民健康保険への加入が原則となります。

ただし、事業経営者でありながら被保険者の支援がなければ生活ができないという場
合は、事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があ
ります。また、経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認
められません。一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持され
ている方が認定対象となります。

●自営業者の収入

自営業者の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から
売上原価と直接的必要経費を差し引いたものです。

直接的必要経費とは、税法上の必要経費とは異なり、事業所得を得る為に必要と当健康
保険組合が認定した最低限度の経費としています。それ以外は直接的必要経費として認
められません。
※必要経費についての詳細は「直接的必要経費判定可否一覧」をご確認下さい。

自営業の収入 ＝ 【 売上金額 －（ 売上原価 + 直接的必要経費 ）】

※自営業の収入とは別に恒常的な収入（給与収入、年金、恩給等）がある場合は、
控除前の総額を自営業の収入に加算して年収と考えます。

●自営業者の被扶養者認定時における必要書類

・「被扶養者異動届」及び「被扶養者現況申請書」※自営業者以外の方と同様

・「所得税の確定申告書」 及び 「所得税青色申告決算書」の写し（税務署に提出し受付印のある書類）
※1）毎年、確定申告終了後に、「所得税の確定申告書」 及び 「所得税青色申告決算書」の写し」をご提出いただきます。

川口工業健康保険組合より提出を求められた場合には速やかに提出できるようにご準備ください。

※２）直近で自営業を開始した場合は、直近3ヵ月分の損益計算書を提出し、翌年3月頃に上記書類をご提出ください。

※３）確定申告にて「青色申告制度」を行わない場合は、直接的必要経費として申告するすべての項目の根拠となる証明書類、
明細等を添付いただき、当組合にて認定可否の判断をいたします。

・ 「自営業者に関する現況申請及び直接的必要経費申告書」及び、
必要に応じて 「直接的必要経費を特定する為の資料」

注）経費内訳に係る書類の提出ができない場合は、認定の可否について適切な判断ができませんので申請自体を受付することができません。

≪例≫パン屋を経営している場合

売上金額：売上の総収入

売上原価：小麦粉、バターなど

直接的必要経費：水道、光熱費、地代家賃
※それぞれ経費として認めるには条件がございます。
詳細は「直接的必要経費判定可否一覧」をご確認下さい。



●直接的必要経費判定可否一覧
自宅で事業を行っている場合の賃貸料、水道料金、通信料などの経費は、事業所負担分と
自宅負担分が明確である書類を添付し、第三者からみても判断できる場合に限って認められます。

【可否判定】「〇」… 直接的必要経費として認められる経費
「△」… 条件付きで直接的必要経費として認められる経費
「×」… 直接的必要経費として認められない経費

科 目 可 否 備 考

売 上 原 価 ○

租 税 公 課 ×

荷 造 運 賃 ○

水 道 光 熱 費 △

・契約の名義が認定対象者ご本人である必要がございます。
・自宅住所と事業所の所在地が同一の場合、事業所負担分と自宅負担分を明確に
判断できる書類を添付した場合に限って経費として認められます。
※原則メーターが分かれていない場合は認められません。

旅 費 交 通 費 △
通勤に伴う費用は直接的必要経費として認められません。
出張先目的地、出張理由、金額を申し出ていただき、事業内容により判断します。

通 信 費 △

事業所負担分と個人負担分を明確に判断できる書類を添付した場合に限って
経費として認められます。
（例１）法人契約を結んでいる契約書及び領収書等の利用明細
（例２）事業用と個人用それぞれの領収書等の利用明細 など

広 告 宣 伝 費 ×

接 待 交 際 費 ×

損 害 保 険 料 ×

修 繕 費 ○

消 耗 品 費 △ 購入品、利用目的、金額を申し出ていただき、事業内容により判断します。

減 価 償 却 費 ×

福 利 厚 生 費 ×

給 料 賃 金 ×
従業員に対して賃金を支払う能力があるものと考えられるため認められません
（健康保険制度の趣旨から被扶養者として認められません。）

外 注 工 賃 △ 事業内容・直接的必要経費申告書により判断します

利 子 割 引 料 ×

地 代 家 賃 △

借主の名義が認定対象者ご本人である必要がございます。
1.自宅住所と事業所の所在地が同一の場合、事業所負担分と自宅負担分を明確に判断でき
る書類を添付した場合に限って経費として認められます
2.貸主が親族の場合は、経費として認められません

貸 倒 金 ×

雑 費 △ 原則は認められませんが、内容により個別に判断いたします

右に記載の経費 ×
研修費、加盟料、新聞図書費、会議費、支払手数料、諸会費、教材費、衣装・美容代、
法定福利費、青色申告特別控除

※上記項目にない経費については、雑費と同様に取り扱います。
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自営業者に関する現況申請および直接的必要経費申告書

３．昨年の年間収入額※【売上金額－（売上原価+直接的必要経費）】=自営業者の収入

確定申告書に記載の

売上金額
確定申告書に記載の

売上原価 直接的必要経費 自営業者の収入

円
－

円
+

円
＝

円

４．直接的必要経費内訳※直接的必要経費判定可否一覧にて「△」の項目を申告する場合は添付書類及び備考へ申出内容を記載ください

科 目 金額（円） 備考 添付書類
組合使用欄
認定可否

添付書類がある場合✅

□ 可 ・ 否

添付書類がある場合✅

□ 可 ・ 否

添付書類がある場合✅

□ 可 ・ 否

添付書類がある場合✅

□ 可 ・ 否

添付書類がある場合✅

□ 可 ・ 否

添付書類がある場合✅

□ 可 ・ 否

・ 今後、毎年の確定申告を行い、川口工業健康保険組合より提出を求められた

場合には速やかに「確定申告書」 等の必要書類を提出します。

・ 本申請書の内容に虚偽がある場合、また当組合より依頼する上記書類が用意

できない場合には、認定日に遡って扶養取消となっても異議申し立てしません。

・ 収入が恒常的に扶養の認定基準を上回った場合には、速やかに扶養削除の

届出を提出します。また、組合によるマイナンバーの情報照会にて扶養の要件

を満たさない等、確認された場合にも、速やかに扶養削除の届出を提出します。

年 月 日

署名欄

6．下記ご確認いただきご署名ください

5．今年の見込み年間収入額

今年の見込み年間収入額
円

1.認定対象者

記号・番号 被保険者氏名 被扶養者氏名 続柄

―

２.自営業に関する詳細

業種 屋号 事業所所在地

仕事内容及び主な商品・商材（できるだけ具体的に）

※翌年3月頃に今年の「所得税の確定申告書」 及び 「所得税青色申告決算書」の写し、 必要に応じて
「直接的必要経費申告書」をご提出いただきます。また、ご提出いただいた書類を確認した結果、収入が
被扶養者要件を上回る場合には、認定日まで遡って扶養認定を取消いたします。

≪新規扶養追加時に提出用≫
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